
 
 

（別添１２） 
 
 
 
安全保障貿易管理について(海外への技術漏洩への対処)  
 
 
○ 研究機関では多くの最先端技術が研究されており、特に大学では国際化によって
留学生や外国人研究者が増加する等により、先端技術や研究用資材・機材等が流出
し、大量破壊兵器等の開発・製造等に悪用される危険性が高まってきています。そ
のため、研究機関が当該委託研究を含む各種研究活動を行うにあたっては、軍事的
に転用されるおそれのある研究成果等が、大量破壊兵器の開発者やテロリスト集団
など、懸念活動を行うおそれのある者に渡らないよう、研究機関による組織的な対
応が求められます。  

 
○ 日本では、外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)(以下「外為法」と
いう。)に基づき輸出規制(※)が行われています。したがって、外為法で規制されて
いる貨物や技術を輸出(提供)しようとする場合は、原則として、経済産業大臣の許
可を受ける必要があります。外為法をはじめ、国の法令・指針・通達等を遵守して
ください。関係法令・指針等に違反し、研究を実施した場合には、法令上の処分・
罰則に加えて、研究費の配分の停止や、研究費の配分決定を取り消すことがありま
す。  

 
※ 現在、我が国の安全保障輸出管理制度は、国際合意等に基づき、主に①炭素繊維や数値制御

工作機械などある一定以上のスペック・機能を持つ貨物(技術)を輸出(提供)しようとする場合

に、原則として、経済産業大臣の許可が必要となる制度(リスト規制)と②リスト規制に該当し

ない貨物(技術)を輸出(提供)しようとする場合で、一定の要件(用途要件・需要者要件又はイン

フォーム要件)を満たした場合に、経済産業大臣の許可を必要とする制度(キャッチオール規制)

の 2つから成り立っています。  

 
○ 物の輸出だけではなく技術提供も外為法の規制対象となります。リスト規制技術
を非居住者に提供する場合や、外国において提供する場合には、その提供に際して
事前の許可が必要です。技術提供には、設計図・仕様書・マニュアル・試料・試作
品などの技術情報を、紙・メールや CD・DVD・USB メモリなどの記憶媒体で提供す
ることはもちろんのこと、技術指導や技能訓練などを通じた作業知識の提供やセミ
ナーでの技術支援なども含まれます。外国からの留学生の受入れや、共同研究等の
活動の中にも、外為法の規制対象となり得る技術のやりとりが多く含まれる場合が
あります。  

 
○ 経済産業省等のウェブサイトで、安全保障貿易管理の詳細が公開されています。
詳しくは下記をご参照ください。  
・ 経済産業省：安全保障貿易管理(全般)  
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/  

・ 経済産業省：安全保障貿易ハンドブック  
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/seminer/shiryo/handbook.pdf  

・ 一般財団法人安全保障貿易情報センター  
http://www.cistec.or.jp/index.html  

・ 安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用)  
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonot
a_jishukanri03.pdf 
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システムを利用した応募の流れ

が必要な

（

研究者が行います

公募要領・申請様式の取得

府省共通研究開発管理システム（e-Rad）で受付中の公募の一覧を確認して、公募要領と申請様式を

ダウンロードします。もしくは、○○○事業ホームページから当該ファイルをダウンロードします。

参照URL：https://www.e-rad.go.jp/manual/for_researcher.html
参照マニュアル：研究者用マニュアル「はじめに」「1. 応募編」

研究者が行います

応募情報の入力と提出

システムに必要事項を入力及び申請書をアップロードします。

システムには、それぞれ、①Web上で直接入力が必要な内容、②電子媒体で添付する内容があります。

詳しくは○をご覧ください。

参照URL：https://www.e-rad.go.jp/manual/for_researcher.html

参照マニュアル：研究者用マニュアル「1. 応募編」

研究機関が行います

府省共通研究開発管理システム（e-Rad）への登録

研究機関で１名、事務代表者を決め、ポータルサイトより研究機関登録様式をダウンロードして、

登録申請を行います。登録手続きに日数を要する場合がありますので、２週間以上の余裕をもって

登録手続きをしてください。

参照URL：https://www.e-rad.go.jp/organ/index.html

研究機関が行います

部局情報、事務分担者情報、職情報、研究者情報の登録

府省共通研究開発管理システム（e-Rad）上で、部局情報、事務分担者（設ける場合）、職情報、研

究者（申請する際に代表者となる方）を登録し、事務分担者用及び研究者用のID、パスワードを発

行します。

参照URL：https://www.e-rad.go.jp/manual/for_organ.html
参照マニュアル：研究機関事務代表者用マニュアル「1. 研究機関手続き編」「2. 研究者手続き編」

「3. 研究機関事務分担者手続き編」

研究機関が行います

事務代表者のログイン

システム運用担当から所属研究機関通知書（事務代表者のシステムログインID、初期パスワード）

が届きます。通知書に記載されたログインID、初期パスワードを入力してログインします。

参照URL：https://www.e-rad.go.jp/manual/00.pdf



※ 応募の各段階におけるシステムの操作方法は、利用者毎の操作マニュアルを参照してく

ださい。

文部科学省にて応募情報を受理
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「立川断層帯における重点的な調査観測事業」における問題の 

調査結果及びこれに対する改善事項 

文部科学省研究開発局 

平成２５年６月７日 

Ⅰ．立川断層帯における重点的な調査観測事業について 

 

  「立川断層帯における重点的な調査観測」は、立川断層帯が活動した場合の社会的影

響が大きい一方、現在、同断層帯に係る十分な情報が得られていないことから、同断層

帯を震源とする地震の規模及び長期的な発生時期の予測精度の高度化、断層帯周辺にお

ける地殻活動の現状把握の高度化、強震動の予測精度の高度化を目的として、平成２４

年度から平成２６年度までの３年間の計画で、東京大学地震研究所（以下「東大地震研」

という。）に委託して、以下の事業内容に基づき、調査を実施している。 

 （１）活断層の活動区間を正確に把握するための詳細位置・形状等の調査 

 （２）断層帯の三次元的形状・断層帯周辺の地殻構造の解明のための調査観測 

 （３）断層活動履歴や平均変位速度の解明のための調査観測 

 （４）断層帯周辺における強震動予測の高度化のための研究 

 

Ⅱ．本事業における問題の発生及びその対応について 

 

  平成２４年度は、これらの調査を並行して実施し、その中で、断層帯の活動履歴・平

均変位速度の解明のための調査の一部として、大規模トレンチ調査を実施した。平成２

５年２月、東大地震研より、このトレンチ調査において、断層の存在を確認したこと、

横ずれ断層の可能性があることが公表された。しかし、同年３月、さらなる調査の結果、

当時の説明は誤りであり、断層の存在を示す根拠と判断した痕跡は、断層ではないと判

明したことが改めて公表された。 

科学的な調査において、最新の調査結果を反映して、解釈が変更されることはあり得

るが、本件のように、社会に影響のある事項について、調査途中の結果を基にした断定

的な解釈が広く社会に説明された後、短期間で異なる結論に訂正されることは、社会の

混乱を招きかねない。改善すべき点があれば速やかに改善し、地震調査研究に対する社

会の信頼を失うことのないようにする必要がある。そのため、関係者に対する複数回に

渡るヒアリング結果に加え、東京大学地震研究所から提出された、受託機関として独自

に作成された改善方策（別添参照）の内容も踏まえ、今回のトレンチ調査の実施に係る

問題点を次のとおりとりまとめ、改善すべき事項を整理した。 
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Ⅲ．トレンチ調査の進め方及び公表についての問題点 

 

 １．トレンチ調査実施地点の選定における調査不足 

   調査地点を選定するに当たり、現在の土地所有者からは、過去の土地の利用状況や、

ボーリング調査の結果等の資料は得ていたが、土地を大きく改変した際の、過去の

所有者から資料が入手できるかといった確認は行っておらず、事前調査が十分では

なかった。 

 

 ２．トレンチ調査の工程管理の不徹底 

  ① 当初予定されていなかった一般公開（参加者約１万人）を実施することとしたた

めに、東大地震研の現場責任者がその準備にかかりきりとなり、調査結果について

の検討など、本来行うべき調査研究が円滑に進められない状況に陥った。 

  ② 現場を視察した外部研究者から、断層運動の痕跡と解釈されているものは人工物

ではないかとの指摘が、現場の調査作業*を請け負った民間業者になされたが、当

該指摘が東大地震研の現場責任者に伝えられたのはマスコミ及び一般向けの公開

及び説明が行われた以後であった。 

*トレンチの掘削、トレンチ壁面の詳細観察・スケッチの作成等 

  ③ 調査途中で現れた粘土塊は結果的には人工物であったが、十分な試料分析を行わ

ないまま、自然物と誤認した。 

 

 ３．トレンチ調査の結果に対するチェックの不足 

  ① 当初計画では、調査実施場所でのチェックは東大地震研の現場責任者及び研究協

力者が行うこととなっており、調査研究に直接関わっていない第三者によるチェッ

クは予定されていなかった。 

  ② 今回の調査は人工的に大きく改変された土地での掘削調査であったが、研究チー

ムは地質学や変動地形学の専門家により構成されており、人工構造物を扱う建築学

や土木工学の専門家は含まれていなかった。 

 

 ４．対外的な説明の際の不手際 

   調査途中であり、その調査結果について、本調査観測事業の運営委員会におけるコ

ンセンサスが完全に得られていない段階で、一般公開を含めた複数の場において、

断層運動の痕跡が発見されたと断定的な説明を対外的に行った。 
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Ⅳ．改善すべき事項 
  Ⅲ．問題点を踏まえ、以下のとおり、研究チーム及び受託機関が果たすべき事項をと

りまとめた。 

 

１．トレンチ調査実施地点の選定における事前調査の十分な実施 

 トレンチ調査やボーリング調査等を実施する場合には、調査候補地が過去にどのよ

うな改変を受けたのか等について、事前調査を十分に行い、可能な限り情報を入手

するようにすること。 
 
２．トレンチ調査の工程管理の徹底 
① 調査を進めるに当たっては、不測の事態が起こった場合においても、本来の調査

研究の目的が確実に達成されるよう、必要な措置をとること。特に、調査を進める

上で、研究者が行う調査研究に支障が生じないよう、調査の実施方法等について十

分な検討を行うとともに、適切なスケジュール管理を行うこと。 
② 調査の実施に当たっては、研究チームと現場の調査作業を請け負う民間業者との

連絡を密にする仕組みを構築するとともに、調査内容に関する外部からの指摘につ

いては、指摘の内容等について、速やかに研究チーム内で共有し、必要な検討を行

うこと。 
③ 調査を進める上で、調査地点における過去の土地（調査地点の近辺を含む）利用

の状況に応じて、必要と考えられる試料の分析等を行うこと。 
 
３．トレンチ調査の結果に対する複数の観点からのチェック 
① 調査結果の公表前に、調査研究に直接関わっていない複数の第三者による、調査

実施場所でのチェックを受けること。その際、第三者は単なる確認ではなく、批判

的な観点からのチェックを行うこと。 
② 第三者には、例えば、人工的に大きく改変された土地の掘削調査を行う場合には、

建築学や土木工学の専門家を含めるなど、必要に応じ、適切な者を選任すること。 
 
４．正確かつ丁寧な説明の実施 
 原則として、一連の調査が終了し十分な検討がなされた上で、その結果について対

外的な説明を行うこと。その上で、社会的な要請等により、調査途中で調査の結果

に関わる事項を公表する場合は、調査途中であること、説明内容には不確実性が伴

うことを明確に説明すること。 
 
なお、上記事項の実施にあたっては、研究チームはその属する機関と進捗状況などに

対して十分な情報交換を行い、適切な指導・助言を受けるとともに、機関は研究チーム

の円滑な調査研究が行われるよう必要かつ十分な支援を行うこと。 
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Ⅴ．まとめ 
 

関係者へのヒアリングの結果及び東京大学地震研究所が自ら整理した問題点を分析

した結果、今回の問題は、受託機関の研究者に対する事務支援が不足しており、調査結

果についての検討など、研究者が本来行うべき調査研究が円滑に進められない状況に陥

ったという組織的な問題と、調査結果について十分な検討がなされていないにも関わら

ず、研究代表者が対外的に断定的な説明を行ったという研究者個人の問題の両者が組み

合わさった結果であったことが明らかとなった。 

本事業は国の委託調査であり、その結果は単に研究者の見解に留まらず、国としての

判断の元となることから極めて高い信頼性が求められる。そのため、調査を行う際、綿

密に計画を立て、円滑に遂行するということは当然であり、加えて、本件のような国民

の関心が高い事業においては、その研究成果を正確かつ丁寧に説明することが特に重要

となる。 

本改善事項は、今回の「立川断層帯における重点的な調査観測事業」における問題の

発生を受けて整理したものであるが、本事業のみならず、他の活断層に関する調査事業

においても、これらの点を踏まえ、国民の期待に応えられるよう真摯な態度で調査に臨

むことを求めるものである。 


